
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

知

事

指

定

薬

物

の

指

定

医

薬

安

全

課

○

身

体

障

害

者

手

帳

交

付

の

た

め

の

診

断

を

す

る

障

害

福

祉

課

医

師

の

指

定

及

び

辞

退

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

医

療

機

関

の

指

〃

定

○

生

活

保

護

法

等

に

基

づ

く

指

定

介

護

機

関

の

指

〃

定

○

〃

〃

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

【

公

告

】

○

基

本

測

量

の

実

施

監

理

課

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

岡

山

県

公

報

令和３年３月１６日 第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
七
号

岡
山
県
危
険
な
薬
物
か
ら
県
民
の
命
と
く
ら
し
を
守
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
条
例
第
十
七

号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う

）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り

。

指
定
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

Ｎ

（
一

ア
ミ
ノ

三
・
三

ジ
メ
チ
ル

一

オ
キ
ソ
ブ
タ
ン

二

イ
ル
）

一

ブ

－
－

－
－

－
－

－
－

－
－

チ
ル

一
Ｈ

イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル

三

カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
（
通
称
名
Ａ
Ｄ
Ｂ

Ｂ
Ｕ
Ｔ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ

－
－

－
－

－

Ａ
）
及
び
そ
の
塩
類

２

一

［
一

（
三

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）
シ
ク
ロ
ヘ
キ
シ
ル
］
ピ
ペ
リ
ジ
ン
（
通
称
名
三
Ｆ

－
－

－

Ｐ
Ｃ
Ｐ
、
三

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ

Ｐ
Ｃ
Ｐ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－

３

三

｛
二

［
エ
チ
ル
（
プ
ロ
ピ
ル
）
ア
ミ
ノ
］
エ
チ
ル
｝

一
Ｈ

イ
ン
ド
ー
ル

四

イ

－
－

－
－

－
－

ル
＝
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
四

Ａ
ｃ
Ｏ

Ｅ
Ｐ
Ｔ
）
及
び
そ
の
塩
類

－
－

－
－

－
－

－
－

－

４

エ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）

二

（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

二

［

Ｒ
）

ピ
ペ
リ
ジ
ン

（

］

、

（

）

（

）

［
（

）

二

イ
ル

ア
セ
テ
ー
ト

エ
チ
ル
＝

Ｓ

二

四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

二

Ｓ

－
－

－
－

－
－

ピ
ペ
リ
ジ
ン

二

イ
ル
］
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
ｔ
ｈ
ｒ
ｅ
ｏ

四

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ
ｅ
ｔ

－
－

－
－

－

ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
）
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

－
－

－
－

－
－

－

５

エ
チ
ル
＝
（
Ｒ
）

二

（
四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル
）

二

［

Ｓ
）

ピ
ペ
リ
ジ
ン

（

］

、

（

）

（

）

［
（

）

二

イ
ル

ア
セ
テ
ー
ト

エ
チ
ル
＝

Ｓ

二

四

フ
ル
オ
ロ
フ
ェ
ニ
ル

二

Ｒ

－
－

－
－

－
－

ピ
ペ
リ
ジ
ン

二

イ
ル
］
ア
セ
テ
ー
ト
（
通
称
名
ｅ
ｒ
ｙ
ｔ
ｈ
ｒ
ｏ

四

Ｆ
ｌ
ｕ
ｏ
ｒ
ｏ

－
－

－
－

－

ｅ
ｔ
ｈ
ｙ
ｌ
ｐ
ｈ
ｅ
ｎ
ｉ
ｄ
ａ
ｔ
ｅ
）
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
規
定
す
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
た
め

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
三
年
三
月
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
八
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
の
た
め
の
診
断
を
す
る
医
師
を
令
和
三
年
三
月
九
日
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。
ま
た
、

同
項
の
指
定
を
受
け
た
次
の
医
師
に
つ
い
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
七
十
八
号
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
指
定
を
辞
退
す
る
旨
の
届
出
を
受
理
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

一

指
定
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

江

森

方

子

視
覚

一
般
財
団
法
人
慈
風
会
津
山
中
央
病
院

津
山
市
川
崎
一
七
五
六

山

﨑

正

俊

心
臓

医
療
法
人
行
堂
会
長
野
病
院

総
社
市
総
社
二

二
二

四
三

－
－

二

指
定
を
辞
退
し
た
医
師

指
定
医
師
名

診

療

科

目

医
療
機
関
の
名
称

所

在

地

杉

江

正

久

肢
体
不
自
由

心
臓

呼
吸
器

腎
臓

ぼ
う
こ
う
・
直
腸

杉
江
医
院

真
庭
市
下
方
五
八
三

一

、

、

、

、

、

－

小
腸

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
二
十
九
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
四
十
九
条

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

平

（
）

（
（

。
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た

）
）

。

、

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

病
院

，
診

療
所

又
は

薬
局

名
称

所
在

地
指

定
年

月
日

雀
部

歯
科

医
院

浅
口

市
金

光
町

占
見

新
田

３
９

１
－

１
R
３

.
１

.
４

ア
イ

ン
薬

局
吉

備
加

茂
川

店
加

賀
郡

吉
備

中
央

町
下

加
茂

１
１

０
３

－
９

R
３

.
２

.
１

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

居
宅

介
護

事
業

所
の

名
称

居
宅

介
護

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

社
団

福
谷

会
浅

口
市

鴨
方

町
六

条
院

中
１

３
２

９
老

人
保

健
施

設
サ

ン
パ

レ
ス

桃
花

浅
口

市
鴨

方
町

六
条

院
中

１
３

２
９

R
３

.
２

.１

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
一
号

生
活
保
護
法

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号

第
五
十
四
条
の
二
第
一
項

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

（
）

（
る
法
律

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
り

介
護
扶
助
又
は
介
護
支
援
給
付
の
た
め
の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
介
護
機
関
を
次
の
と
お

（
）

）
。

、

。

り
指
定
し
た

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡

山

県

知

事

伊

原

木

隆

太

事
業

者
の

名
称

主
た

る
事

務
所

の
所

在
地

介
護

予
防

事
業

所
の

名
称

介
護

予
防

事
業

所
の

所
在

地
指

定
年

月
日

医
療

法
人

社
団

福
谷

会
浅

口
市

鴨
方

町
六

条
院

中
１

３
２

９
老

人
保

健
施

設
サ

ン
パ

レ
ス

桃
花

浅
口

市
鴨

方
町

六
条

院
中

１
３

２
９

R
３

.
２

.１

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



◎
岡
山
県
告
示
第
百
三
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
し
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

瀬
西
大
寺
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
森
明
二
七
四
番
一
一

地
先
か
ら

新

三
六
七
・
〇

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
森
明
三
八
五
番
一
地

九
・
〇
～

先
を
経
て

二
〇
・
五

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
大
柳
八
番
一
地
先
ま

で瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
森
明
二
七
四
番
一
一

二
〇
七
・
〇

地
先
か
ら

六
・
〇
～

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
大
柳
八
番
一
地
先
ま

一
五
・
四

で瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
森
明
二
七
四
番
一
一

旧

地
先
か
ら

三
六
七
・
〇

瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
森
明
三
八
五
番
一
地

九
・
〇
～

先
を
経
て

二
〇
・
五

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



瀬
戸
内
市
邑
久
町
尻
海
字
大
柳
八
番
一
地
先
ま

で

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



〔
一
一
一
〕
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
国

土
交
通
省
国
土
地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

測

量

区

域

測

量

の

種

類

測

量

期

間

岡
山
県
全
域

基
本
測
量

電
子
国
土
基
本
図

地

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四

（

（

図
情
報
）
修
正
）

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



〔
一
一
二
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
三
須
字
才
ノ
神
一
二
三
〇

二
、
一
二
三
一

六

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
真
壁
一
二
七

四
サ
ン
テ
メ
ゾ
ン
Ⅲ
二
〇
六
号
室

－

高
谷

涼
太

高
谷
か
ほ
り

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
八
一
号

令和３年３月１６日　岡山県公報　第１２２７７号



〔
一
一
三
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ

る
開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
三
年
三
月
十
六
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
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手
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住
所
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市
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フ
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ー
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壁
Ｃ
棟
二
〇
二
号
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内
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吾
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許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
三
六
一
号
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